
2 0 2 0 年 １ 月 ８ 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 199 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ 12 月 20 日 ６号機屋外（軽油タンクエリア）における体調不良者の発生について 

（公表区分：Ⅲ）                      〔P.２〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ 12 月 17 日 柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設に関する 

原子炉設置変更許可の補正書の提出について          〔P.４〕 

・ 12 月 23 日  柏崎刈羽原子力発電所における雇用の状況ならびに調達実績に関する 

資料の柏崎市への提出について                         〔P.５〕 

・ 12 月 26 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.９〕 

・ 12 月 26 日 １～５号機および荒浜側焼却建屋（管理区域および非管理区域） 

避難経路扉の開閉に関する詳細調査の結果について             〔P.14〕 

・ 12 月 26 日 ６号機屋外（軽油タンクエリア）における体調不良者の発生に関する 

診断結果について                                           〔P.16〕 

 

【その他】 

・ 12 月 23 日 新潟本社行動計画の取り組み状況について                     〔P.17〕 

・  1 月 ８日 コミュニケーション活動の報告と改善事項について 

（12 月活動報告）                                           〔P.28〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ 12 月 19 日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 

進捗状況(概要版)                 〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ 12 月５日 原子力規制委員会第 806 回審査会合 

      －有毒ガス防護について－ 

 

以 上 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2019年 12月 20日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 

区分：Ⅲ 

 

号機 6号機 

件名 屋外（軽油タンクエリア）における体調不良者の発生について 

不適合の 

概要 

 

2019年 12月 20日 14時 20分頃、6号機屋外（軽油タンクエリア）にて、車両の交通

誘導をしていた協力企業作業員が倒れているのを当社社員が発見しました。すみやかに救

急車を要請し、病院へ搬送しております。 

 

なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 
当該の協力企業作業員は、病院にて診断を受ける予定です。 
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６号機屋外（軽油タンクエリア）における体調不良者の発生について 

 

展望台 
 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

柏崎刈羽原子力発電所６号機 屋外   

５号機 
タービン建屋 

６／７号機 

サービス 

建屋 

６号機 
タービン建屋 

７号機 
タービン建屋 

６号機 
原子炉建屋 

７号機 
原子炉建屋 

５号機排気筒 

５号機 
原子炉建屋 

発生場所 

（６号機屋外軽油タンクエリア） 
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【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力・立地本部 広報グループ 03-6373-1111（代表） 

 

柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設に関する 

原子炉設置変更許可の補正書の提出について 

 

2019 年 12 月 17 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
 

当社は、2019 年 10 月 24 日に原子力規制委員会へ提出した、柏崎刈羽原子力発電所６、

７号機の原子炉設置変更許可申請書の補正書について、添付資料の記載内容の追加・変更

及び適正化を目的とした設置変更許可申請書の補正書を、本日（12 月 17 日）、同委員会へ

提出いたしました。 

当社は、引き続き同委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福島第一原

子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めてまい

ります。 
 

○ 特定重大事故等対処施設 
発電所への意図的な航空機衝突等による大規模な損壊で広範囲に設備が使えない事態に

おいて、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子炉圧力容器の減圧、注水機能

や原子炉格納容器の減圧・冷却機能等を備えた施設。 
 

○ 原子炉設置変更許可の補正申請の主な内容 
（1） 以下記載内容の追加 
  ・特定重大事故等対処施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 
（2） その他の記載の変更及び適正化 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所における雇用の状況ならびに調達実績に関する資料の 

柏崎市への提出について 

 

 

2019 年 12 月 23 日 
東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 
 
 

 当社は、櫻井柏崎市長よりご依頼いただいておりました柏崎刈羽原子力発電所の雇用の

状況ならびに調達実績についての資料を、本日、柏崎市に提出いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

 

添付資料 

 雇用の状況ならびに調達実績について（概要版） 

 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 
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No. お知らせ日 号　機 件　名

①

2019年
11月22日
11月28日

－
1～5号機および荒浜側焼却建屋（管理区
域および非管理区域）避難経路扉の開閉
に関する不適合について（区分Ⅲ）

【事象の発生】
　当所は2011年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故を受けた緊急安全対策における浸水防止

　対策として、原子炉建屋や熱交換器建屋等の外部に面した扉（外部扉）の隙間に対してコーキング
※

　処置を実施しました。
　その後の調査において、2号機および4号機の計9箇所の扉は避難経路上の扉であり、11月22日時点に
　おいてもコーキング処置が施されたまま開放できない状態であることが確認されました。

　また、建屋内部の避難経路上の扉（内部扉）に類似事象がないか調査したところ、1号機や荒浜側焼
　却建屋等で気密処理を目的にコーキング処置等を行っているものを計5箇所確認しております。

　本件については、建築基準法および消防法に抵触するものと考えており、2019年11月22日、関係行
　政機関へ報告いたしました。

　その後、内部扉については、調査を継続しており、11月28日までに新たに2箇所（計7箇所）開閉
　できない箇所があることを確認しております。

　※コーキング
　　建築物において、気密性や防水性向上を目的として、隙間を目地材などで充填すること。

　外部扉については、速やかにコーキング処置を除去し、避難経路を確保しました。
　内部扉については、類似箇所について詳細調査を継続し、適宜避難経路の見直しなどを行って
　まいります。
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年11月28日までにお知らせ済み）
 
【対応状況】
　類似箇所の詳細調査を12月24日まで行い、11月28日以降新たに5箇所の避難経路上の扉で開放でき
　ない状態を確認しました。5箇所のうち、これまで同様にコーキング処置等により開閉できない内
　部扉が1箇所、障害物等により開閉できない、または、開閉に支障のある扉が4箇所（外部扉1箇所、
　内部扉3箇所）となり、これにより合計21箇所（外部扉10箇所、内部扉11箇所）の開閉できない、
　または、開閉に支障のある避難経路扉を確認しました。
　本日、関係行政機関へ原因と対策を取りまとめ報告しました。

【対策】
　浸水防止対策を目的としていた外部扉9箇所については、コーキング処置を除去していますが、今後、
　止水性の高いパッキンに変更します。
　気密処理等を目的としていた内部扉8箇所については、避難誘導灯の本設化を行い新たな避難ルート
　を設ける等の対策を実施しております。
　障害物等により開閉できない扉4箇所については、すでに障害物撤去等の対応を行い扉が開閉できる
  ようにしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線部：2020年1月8日補記）

プレス公表（運転保守状況）

内　容

2019年12月26日
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No. お知らせ日 号　機 件　名

プレス公表（運転保守状況）

内　容

②
2019年
12月20日

6号機
屋外（軽油タンクエリア）における体
調不良者の発生について（区分Ⅲ）

【事象の発生】
　2019年12月20日14時20分頃、6号機屋外（軽油タンクエリア）にて、車両の交通誘導をしていた協力
　企業作業員が倒れているのを当社社員が発見しました。すみやかに救急車を要請し、病院へ搬送して
　おります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年12月20日にお知らせ済み）
　
【診断結果】
　当該の協力企業作業員については、病院にて採血およびレントゲン測定を行い、診察の結果「異常
　なし」と診断されています。診断書については発行されておりません。

2019年12月26日
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20,903

35,527

54,897

111,327
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 「避難支援チーム」の要員は、原子力発電所内での事故対応に従事しない要員で構成
 「避難支援チーム」の更なる要員拡充を図るため、現在、新潟県内外の当社事業所から

の要員派遣体制の整備を進めている

現地事故対応要員
約850名

その他要員

避難支援チーム

柏崎刈羽原子力発電所

その他要員

原子力事故
収束に専念

現地事故対応要員
（送電部門他）

ＰＧ（パワーグリッド）

ＲＰＣ
（ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙﾊﾟﾜｰｶﾝﾊﾟﾆ）

新潟本部

新潟県域、近隣県内事業所

イメージ

避難支援チームの要員構成
2019年12月23日

東京電力ホールディングス株式会社
新潟本社
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コミュニケーション活動の報告と改善事項について
（１２月活動報告）

2020年1月8日

東京電力ホールディングス株式会社

新潟本社
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■改善事項

改善事項 「エネルギーのそれ、なんで？」をより多くの方々に情報発信できるよう
ＷＥＢ広告を展開する

いただいた声

「エネルギーのそれ、なんで？」については、2018年12月～2019年11月の間、雑誌
広告として展開したところ、「マンガだとわかりやすい」「イラストが入って読みやすい」等と評
価いただいたため、「ニュースアトム」にも順次掲載しています。以下は、それらを通じいただ
いた声です。

「エネルギーのそれ、なんで？」が大人にも分かりやすいマンガ調で、とても興味を引きま
した。絵があって、説明を理解するのに、分かりやすくて良かったです。
「エネルギーのそれ、なんで」は読みやすく大人にとっても「なるほど」と思う事が多く、とて
も良かったです。
子供にもわかりやすく、エネルギーについて学べる記事があって、とてもありがたいです。

検討した点 インターネットユーザーにも気軽にエネルギー事情をお伝えするコンテンツとして活用できな
いか検討し、媒体特性を活かすためｗｅｂアニメとして掲載することとした。

具体的な活動

＜ＷＥＢ広告掲載＞
■掲載内容 ：「エネルギーのそれ、なんで？ＶＯＬ．１ ～エネルギー自給率篇～」

「エネルギーのそれ、なんで？ＶＯＬ．２ ～燃料調達篇～」
（ＶＯＬ３～６も順次公開予定）

■掲載先 ：YouTube動画広告、Yahoo!、Googleバナー広告（新潟県）
■掲載期間 ：2019年12月18日以降～2020年2月上旬

■改善事項
＜当社ＨＰ公開＞
■概要 :「エネルギーのそれ、なんで？」の動画・漫画、ならびに関連コンテンツを掲載
■ＵＲＬ：http://www.tepco.co.jp/niigata/sorenande/index-j.html
■公開ページ：新潟本社ホームページ 特設ページ

柏崎刈羽原子力発電所ホームページバナー（準備が整い次第）
本社ホームページバナー（準備が整い次第）

■公開日：2019年12月16日（月）
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方針１．汚染源を取り除く

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

（注３）配管などが入った地下トンネル。

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

廃炉・汚染水対策の概要 ２０１９年１２月１９日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/8

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～
多核種除去設備（ALPS）等

• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低
減させます。

• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設
備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。 (高性能多核種除去設備)

フランジ型タンクから溶接型タンクへのリプレース

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

２０１４年１２月２２日に４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了し、２０１９年４月１５日より３号機使用済燃料プールからの
燃料取り出しを進めています。作業にあたっては、周辺環境のダスト濃度を監視しながら安全第一で進めます。
引き続き、１、２号機の燃料取り出し、１～３号機燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています。 1号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け

て、これまでに南側の崩落屋根落下の状況やウェ
ルプラグの汚染状況などの調査を進めてきました。
これらの調査結果を踏まえ、より安全・安心に作
業を進める観点から『ガレキ撤去より先に原子炉
建屋を覆う大型カバーを設置し、カバー内でガレ
キ撤去を行う工法』を選択しました。今後、選択
した工法の詳細設計及び燃料取り出しの工程の精
査を進めます。
＜参考＞これまでの経緯

2018年1月よりオペフロ北側のガレキ撤去を開始し、順次進
めています。2019年7月、8月には正規の位置からずれが生じ

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

ガレキ撤去、
除染

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計
・製作

シナリオ
・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

１号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
２号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
３号機：燃料取り出し開始 2018年度中頃※

４号機：燃料取り出し完了 2014年

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討等

（注２）

１～３号機

2019年度

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

使用済燃料プールからの燃料取り出し

2019年4月15日より燃料
取り出しを開始。

※

重層的な対策による汚染水発生の抑制

• 重層的な建屋への流入対策を講じ、建屋への雨水・地下水等流入を抑制します。

• 陸側遮水壁、サブドレン等の重層的な汚染水対策により、建屋周辺の地下水位は低位
で安定的に管理されています。また、建屋屋根の破損部の補修や構内のフェーシング
等により、降雨時の汚染水発生量の増加も抑制傾向となっています。

陸側遮水壁
内側

陸側遮水壁
外側

• フランジ型タンクから、より信頼性の高い溶接型タンク
へのリプレースを進めています。

• フランジ型タンク内のストロンチウム処理水を浄化処理
し、溶接型タンクへの移送を2018年11月に完了しまし
た。また、ALPS処理水については、2019年3月に溶接
型タンクへの移送が完了しました。 (溶接型タンク設置状況)

• これにより、汚染水発生量は、約470m3/日（2014
年度）から約170m3/日（2018年度）まで低減して
います。

• 引き続き、陸側遮水壁の確実な運用により１-４号機
建屋周辺の地下水位を低位に維持するとともに、建屋
屋根破損部の補修やフェーシング等の雨水流入対策を
継続し、汚染水発生量の更なる低減を図ります。
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地
下
水
の
流
れ ①多核種除去設備

⑨タンク設置エリア

⑥土壌浸透を抑え
る敷地舗装

③地下水バイパス

④建屋近傍の井戸
（サブドレン）

⑤陸側遮水壁

②トレンチ内高濃
度汚染水除去

⑧海側遮水壁

⑦地盤改良

提供：日本スペースイメージング（株）
Product(C)[2019] DigitalGlobe, Inc.【2018年】

ているウェルプラグの調査、
8月、9月には天井クレーン
の状況確認を行いました。

これらの調査結果を踏まえ、
よりダスト飛散に留意した
慎重な作業が求められる事

から、ガレキ撤去後に燃料
取り出し用カバーを設置す
る工法と、ガレキ撤去前に

大型カバーを設置し、カ
バー内でガレキ撤去を行う
工法の2案の検討を進めて

きました。

大型カバー

N

燃料取扱設備

大型カバー先行設置
燃料取り出し（イメージ図）

1
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◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約20℃～約30 ℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく※２、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、20１９年１１月の評価では敷地境界で年間0.00007ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

取り組みの状況

4号機

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)

注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

ペ
デ
ス
タ
ル

3号機

前室

防風
フェンス

オペレーティングフロア
（オペフロ）

2/8

注水

392体 615体

陸
側
遮
水
壁

2016/3/31

凍結開始

1568/1568
凍結管設置 (本)

2015/11/9
凍結管設置完了

＊2：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を含む

燃料取り出し用カバー

取り出し完了燃料（体）

1535/1535*2
（2014/12/22燃料取り出し完了）

1号機

注水

ドーム屋根

燃料取扱機
クレーン

FHM
ガーダ遮へい体

取り出し完了燃料（体）＊1

28/566
（2019/7/21時点）

１／２号機排気筒５ブロック目を解体

＊1：共用プールのラックに
貯蔵した燃料

1/2号機排気筒は、12月4日に4ブロック目の解体を完了
し、作業干渉のため停止していたサブドレンを12月6日に
復旧しました。

１号機大型カバーを先行設置し、
カバー内でガレキを撤去する工法を選択

３号機燃料取り出し
再開に向けて

1号機燃料取り出しに向けては、ガレキ撤去後にカバーを設置する工法と、ガ
レキ撤去よりも先に原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、カバー内でガレキ撤
去を行う工法の2案について、検討を進めてきました。

高温焼却炉建屋地下階の土嚢袋の状態を確認

燃料デブリ取り出し初号機は２号機と評価

その後、これまでの作業
の振り返りを行い、全体工
程を精査した結果、解体完
了時期は2020年5月上旬
頃※となる見込みです。

12月16日より5ブロッ
ク目の解体を進め、19日に
解体を完了しました。

初号機の燃料デブリ（以下、デブリ）取り出し方法について、原子炉格納容器（以下、
PCV）内部調査の進捗状況や作業環境の整備状況等を考慮し、検討を進めてきました。
デブリ取り出し初号機は、今年２月に実施した接触調査による性状把握や、PCVへア

クセスするための原子炉建屋１階の環境整備状況等の進捗、それらを考慮したエンジニア
リングの結果、２号機が妥当と評価しました。
取り出し方法としては、ロボットアームを活用し、試験的な取り出しに着手します。そ

の後、取り出し方法の検証や確認を行った上で、同じ機構の装置を用い、段階的に規模を
拡大する計画です。

排気筒解体の進捗状況

検討の結果、より安全・
安心に作業を進める観点か
ら、『大型カバーを先行設
置し、カバー内でガレキ撤
去を行う工法』を選択しま
した。
今後、選択した工法の詳

細設計並びに燃料取り出し
工程の精査を進めます。

震災直後の汚染水対策のために設置した高温焼却炉建屋地下階の
ゼオライト土嚢の状態確認等を目的に、水中ドローンを用いた線量
調査と目視確認を12月3日から開始しました。
調査の結果、土嚢袋が破れていることやこれまでの調査範囲にお

ガレキ撤去（イメージ図）

大型カバー

N

ガレキ撤去用天井クレーン

燃料取扱設備

解体前 5ブロック目解体完了

燃料取り出し（イメージ図）
ロボットアーム ロボットアーム

原子炉格納容器

X-6ペネ接続構造

燃料デブリ取り出し装置（イメージ図）

試験的取り出し 段階的に取り出し
規模を拡大

グリッパ
ツール案

掘削回収
ツール案

金ブラシ案
真空
容器案

デブリ回収装置 デブリ回収装置

いて土嚢の表面線量が、
最大約4,000mSv/h
であることを確認しま
した。
今回の調査で得られ

た結果を基に、今後、
地下階露出時の線量影
響評価を行う計画です。

※：悪天候や装置トラブルなどの予備日は
考慮しておらず、変動する可能性あり

※：水中ドローン操作場所の作業環境は、
約0.1～0.3mSv/h

震災直後の設置状態

土嚢

ゼオライト土嚢の状態

土嚢袋が破れ、
中身が直接見える状況

土嚢

各号機の比較

1号機 2号機 3号機

安
全

性

作業現場の
線量

高い
（約600mSv/h）

低い
（約5mSv/h）

やや高い
（約10mSv/h）

放射性物質
閉じ込め機能

気密性が
やや高い

気密性が高い
（水素爆発せず
建屋が健全）

気密性が低い

確
実
性

デブリの状況 情報無 情報有 情報有

アクセスルート 情報無 情報有 情報有

迅速性
高線量の

配管撤去が必要
作業現場の整備が

進んでいる
格納容器内の
水位低下が必要

３号機

3号機燃料取り出し再開に向けた準
備作業中に確認された不具合につい
て、対策を行い、模擬燃料を用いた
動作確認を進めていたところ、12月
14日に輸送容器内の収納缶と模擬燃
料が干渉することを確認しました。
調査の結果、マストが若干偏る傾

向を確認しましたが、手順の見直し
等を行い、2020年度内の取り出し
完了を目指します。
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１
号

２
号

３
号

４
号

主な取り組みの配置図

3/8

６
号

５
号

敷地境界

MP-1

MP-2

MP-4

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.400μSv/h～ 1.315μSv/h（2019/11/27 ～ 2019/12/17 ）。
MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。
環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。
MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-6

提供：日本スペースイメージング（株）2018.6.14撮影
Product(C)[2018] DigitalGlobe, Inc.

MP-3

MP-5

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

３号機燃料取り出し
再開に向けて１／２号機排気筒

５ブロック目を解体

１号機大型カバーを先行設置し、
カバー内でガレキを撤去する工法を選択

燃料デブリ取り出し初号機は
２号機と評価

高温焼却炉建屋地下階の
土嚢袋の状態を確認

3
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 2020 年１月８日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

委員ご質問への回答 

 

＜竹内委員＞ 

Ｑ．１～５号機で発生し６、７号機に輸送した使用済燃料がどの程度あるのか教えてください。 

Ａ．  

○ 現在、６号機には、１号機にて発生した使用済燃料が５７０体、７号機には、２号機にて発生

した使用済燃料が３８０体、５号機にて発生した使用済燃料が３４２体存在します。 

○ この６、７号機への使用済燃料の輸送は、運開が早かった１、２、５号機の使用済燃料プール

の貯蔵余裕を確保するために実施したものです。 

○ なお、許認可上、各号機で発生した使用済燃料を貯蔵可能な使用済燃料プールは以下の通りに

なります。 

 

使用済燃料の発生号機 貯蔵可能な使用済燃料プール 

１号機 １号機、３号機、４号機、６号機、７号機 

２号機 ２号機、３号機、４号機、６号機、７号機 

３号機 ３号機 

４号機 ４号機 

５号機 ３号機、４号機、５号機、６号機、７号機 

６号機 ６号機 

７号機 ７号機 

 

 



Ｑ．原子力発電所というただでさえ複雑な施設に安全対策を継ぎ足しているので、全体を管理

しきれなくなっているのではないか。どのように工夫して全体を把握しようとしているので

すか。 

Ａ．  

○ 新しい安全対策設備等を設置する際、設置工事完了後、工事箇所から設備管理箇所（運転員等）

に対して設備変更をした旨の通知書が送付され、変更対象の設備情報や設備変更に伴って改

訂された設備図書の情報が引き継がれます。 

○ 通知書を受け取った設備管理箇所では、追加した設備を運転員のパトロールチェックシート

等へ反映し、巡視及びパラメータ監視によって設備の健全性の確認を行うとともに、追加した

設備の操作手順書を作成し、教育・訓練を定期的に行うことで、必要な時に適切に使用できる

ようにしています。 

○ また、設備保全箇所（点検や修理を行う部署）では、設備を追加するごとに、設備の重要度に

応じた点検計画を策定し、社内の保全管理システム（点検、修理の計画や実績を管理する電算

機システム）を用いた管理を行うことで、設備数が増えても点検漏れが生じることがないよう

な管理をしています。 

○ なお、安全対策設備を設置する際には、設備の追加により既存設備の安全機能に悪影響（性能

の低下、事故時のアクセス性阻害、火災対策の変更等）を及ぼすようなことがないか、それぞ

れ専門分野のエキスパート（社内専門家）による施工方法等の確認を実施することとしてお

り、今後もこのような取り組みを活用して不適合の発生防止につとめてまいります。 

 

以 上 


